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避難指示の解除について事故からの         
復興・再生

年 月時点
（区域の見直しが完了した時点）

年１月時点

年 月時点
（帰還困難区域を除く全ての避難
指示解除準備区域と居住制限区域

の避難指示の解除）

出典：経済産業省「原子力被災者支援（避難指示関係）」 、
復興庁資料等より作成

※これまでの詳細な変遷については上記にて掲載。
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帰還困難区域の主要幹線の交通について事故からの         
復興・再生

⚫ 常磐自動車道：2015年３月に全線が開通しました。
出典：https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release/head_office/h26/1225/

⚫ JR常磐線 ：2020年３月に全線が運転再開しました。
出典：https://www.jreast.co.jp/press/2019/20200117_ho01.pdf

⚫ 国道・県道：国道６号線は2014年９月～、国道114号
線は2017年９月～、県道35号線は2019年９月～、通
行証の所持・確認なく通過できることとなりました。

出典：原子力被災者生活支援チーム
「国道114号、国道399号、国道459号、県道49号及び県道34号における帰還困難区域の 
線量調査 結果について（2017年９月15日 ）」
「国道６号・国道114号・県道34号・県道35号・県道36号・県道253号・県道256号における
帰還困難区域の線量調査結果について（2020年１月30日）」
NEXCO東日本ホームページ（https://jobando.jp/hibakusenryo/hibakuryo.html）より作成

通過時の運転手の被ばく線量

線量調査期間
年 月
～
年１月

年
８月

年
月～ 月

区間
常磐道
広野 ～
南相馬

国道 号線
川俣町境～
浪江

国道 号線
帰還困難
区域内

県道 号線
帰還困難
区域内

通過時の
被ばく
線量

（単位：μ㏜）

自動車

自動
二輪車 ー

参考）東京～ニューヨーク間フライト（往復）時の被ばく線量：約80～110μ㏜
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特定復興再生拠点区域の整備と
放射線防護対策について

事故からの         
復興・再生

特定復興再生拠点区域の例（双葉町）

「特定復興再生拠点区域における放射線防護対策について」
（ 年 月 日 内閣府原子力生活被災者生活支援チーム、復興庁、環境省、原子力規制庁）

特定復興再生拠点区域は、これまで帰還困難区域として立入りを厳しく制限してきた区域であることか
ら、住民の被ばく線量の低減を図り、住民の放射線に関する種々の不安に対してもよりきめ細かく対応す
るための対策とする。
この考え方の下、特定復興再生拠点区域における放射線防護対策については、避難指示解除に向けた取

組を一層加速化していくため、避難指示解除前に帰宅準備やまちづくりなどを進める段階と、避難指示解
除に向けた段階の２つの段階で実施することとする。

復興庁「特定復興再生拠点区域復興再生計画」

内閣府原子力被災者生活支援チーム、復興庁、環境省、原子力規制庁「特定復興再生拠点区域における放射線防護対策について」（2018年）、
原子力災害対策本部「特定復興再生拠点区域の避難指示解除と帰還・居住に向けて（案）」（2018年）より作成

【特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定状況・避難指示解除の目標時期】
市町村名 認定日 避難指示解除の目標

双葉町 年９月 日 年春頃
（ 年８月 日に解除）

大熊町 年 月 日 年春頃まで
（ 年６月 日に解除）

浪江町 年 月 日 年 月
（ 年３月 日に解除）

富岡町 年３月９日
年春頃

（ 年４月 日及び
月 日に解除）

飯舘村 年４月 日 年春頃
（ 年５月 日に解除）

葛尾村 年５月 日 年春頃まで
（ 年６月 日に解除）
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特定帰還居住区域の整備について事故からの         
復興・再生

【各町村の特定帰還居住区域】
双葉町（2023年９月29日認定）

浪江町（2024年１月16日認定）

復興庁「特定帰還居住区域復興再生計画」、「復興の現状と取組」等より作成

大熊町（2023年９月29日認定）
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特定復興再生拠点区域における除染・家屋等の解体について事故からの         
復興・再生

○ ６町村（双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村）全てで家屋等の解体・除染工事に着手
し、駅前広場や幼稚園、体育館等の公共施設で工事が終了するなど、環境再生の取組が着実に進捗。

○ 特定復興再生拠点区域全体の避難指示解除の目標である 年春頃から 年春頃の避難指示解除に
向けて、関係省庁等と連携しながら、拠点区域内の家屋等の解体・除染作業を実施。

○ 特定復興再生拠点区域における除染は９割を超え、家屋等の解体は申請件数に比して約 ％が完了
（ 年 月末時点）。

○ 年９月に、双葉町、大熊町の一部地域について、特定帰還居住区域復興再生計画が認定され、
年 月に除染や家屋等の解体に着手。

環境省作成
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